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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】流体配管用の流監視装置をシースに導入する作
業を、簡易に確実に且つ再現可能に行うことを可能とす
るツールセットを提供する。
【解決手段】中空本体１１とバルブ１２とカップ型密閉
部材１３と複数の弾性保持レッグ１４とを含む流監視装
置をシース２内に導入することを可能にするツールセッ
トに関し、ツールセットは３つのツール３、４、５を含
む。第１のツールは、加圧ブッシング３１と突出押出器
３２から形成される。第３のツール５はシース２を受取
り、シリンダ５１を含む。中央ピストン５２がシース２
内を摺動する。漏斗形状の第２のツール４は第１のツー
ル３と第３のツール５との間に挿入されており、流監視
装置が第１のツール３から押し出される際に、流監視装
置の密閉部材１３とレッグ１４とをシース２に挿入しな
がら半径方向に圧縮することを可能にする。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流監視装置（１）をシース（２）内に導入して、後に前記シースによって覆われた前記
装置を流体配管に挿入するようにするツールセットであって、
　流監視装置（１）が、
　上流側端部（１１１）と下流側端部（１１２）とを備えた中空本体（１１）と、
　前記中空本体（１１）に一体化されて前記配管内の流量が過剰になると閉じるように設
計されたバルブ（１２）と、
　前記中空本体（１１）の前記下流側端部（１１２）に設けられたカップ型密閉部材（１
３）と、
　前記中空本体（１１）の前記上流側端部（１１１）と前記下流側端部（１１２）との間
で前記中空本体（１１）に連結されて自由端が前記中空本体（１１）の前記下流側端部（
１１２）に向けて曲がることによって弾性的に拡がるように設計された複数の弾性レッグ
（１４）とを含み、
　前記装置（１）が前記シース（２）内に導入された後に前記配管内に設けられると、前
記密閉部材（１３）と前記レッグ（１４）とが前記シース（２）内で半径方向にたたまれ
弾性的に加圧され、
　前記ツールセットが、少なくとも３つのツール（３、４、５）を含み、
　前記第１のツール（３）が、ブッシング（３１）と突出押出器（３２）とを含み、前記
ブッシング（３１）が前記上流側端部（１１１）から導入された前記流監視装置（１）を
受け取るような且つ前記カップ型密閉部材（１３）以外の前記流監視装置を前記レッグ（
１４）が畳まれた位置に収容するような寸法を有し、前記押出器（３２）が前記ブッシン
グ（３１）に対して摺動可能に取り付けられて前記装置（１）を少なくとも部分的に前記
ブッシング（３１）から突出させることができ、
　前記第３のツール（５）が、シリンダ（５１）と前記シリンダ（５１）内を摺動する中
央ピストン（５２）とを含み、前記中央ピストン（５２）が初期状態で圧縮されたバネ（
５３）によってアイドル位置方向に弾性的に付勢され、前記アイドル位置において前記中
央ピストン（５２）は部分的に前記シリンダ（５１）から外に延出し前記中央ピストン（
５２）が前記アイドル位置において前記シリンダ（５１）内に導入された前記シース（２
）を前記シリンダ（５１）の内部ストッパ（５１１）に案内する内部ガイドを構成する寸
法を有し、
　第２のツール（４）が、漏斗形状を有しており且つ２つの対称的な半シェル（４Ａ、４
Ｂ）を含み、前記第２のツール（４）が前記ブッシング（３１）を少なくとも部分的に受
け取るように適合された入口スタック（４１）と、前記シース（２）を少なくとも部分的
に受け取るような且つ前記シリンダ（５１）に部分的に導入されるような寸法を有する出
口スタック（４３）と、前記入口スタック（４１）と前記出口スタック（４３）とを連通
させる半径方向に対してテーパ状となった領域（４２）とを含み、前記第２のツール（４
）が前記出口スタック（４３）側に前記シース（２）の内径以下の内径を備えた断面を有
することを特徴とする、ツールセット。
【請求項２】
　レバー（６）と、少なくとも１つのフォーク型支持部材（７）と、前記レバー（６）と
前記フォーク型支持部材（７）とが連結されたシャーシ（８１）とをさらに含み、
　前記レバー（６）が前記シャーシ（８１）から間隔をあけて軸（６０）回りに回転可能
に取り付けられ且つ少なくとも１つのベアリング部材（６１）を含み、
　前記フォーク型支持部材（７）が前記シャーシ（８１）から間隔をあけ且つ前記レバー
（６）の前記回転可能軸（６０）に平行に延びるフォーク（７１）を含み、
　前記フォーク（７１）が前記押出器（３２）を自由にしておくことにより前記第１のツ
ール（３）の前記ブッシング（３１）に対するベアリングとして機能するような寸法を有
し、
　前記レバー（６）の前記第１のベアリング部材（６１）が前記フォーク（７１）上方に
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設けられていることを特徴とする、請求項１に記載のツールセット。
【請求項３】
　前記レバー（６）が前記第１のベアリング部材（６１）から間隔をあけた第２のベアリ
ング部材（６２）を含み、前記第１のベアリング部材（６１）と前記第２のベアリング部
材（６２）とが共に前記レバー（６）に沿って且つ前記レバー（６）およびその回転軸’
６０）に対して直交する方向に延びており、前記第２のベアリング部材（６２）が前記第
１のベアリング部材（６１）よりも前記シャーシ（８１）から遠方にあり、
　前記第３のツール（５）が前記シリンダ（５１）によって前記シャーシ（８１）に連結
され、
　前記レバー（６）の前記第２のベアリング部材（６２）が前記第３のツール（５）の前
記中央ピストン（５２）上方に設けられていることを特徴とする、請求項２に記載のツー
ルセット。
【請求項４】
　前記シャーシ（８１）が少なくとも前記３つのツール（３、４、５）を含むマレット（
８）の壁を含むことを特徴とする、請求項２または３に記載のツールセット。
【請求項５】
　流体配管に挿入すべき前記流監視装置（１）を前記シース（２）に導入する上記請求項
のいずれかひとつに記載のツールセットを設置する方法であって、
　前記装置（１）を前記上流側端部（１１１）から前記第１のツール（３）の前記ブッシ
ング（３１）に導入することを、前記ブッシング（３１）と前記装置（１）の前記下流側
端部（１１２）とを近づける結合力を付与することにより行い、それにより前記第１のツ
ール（３）の前記押出器（３２）を前記ブッシング（３１）から押し出す工程と；
　前記シース（２）を前記第３のツール（５）の前記中央ピストン（５２）上に載置する
工程であって、前記ピストン（５２）がアイドル位置に置かれる工程と；
　前記第２のツール（４）の前記出口スタック（４３）を前記第３のツール（５）の前記
シリンダ（５１）内に挿入する工程と；
　前記第１のツール（３）の前記ブッシング（３１）を前記第２のツール（４）の（４１
）に挿入することを、ブッシング（３１）から外に出ている前記カップ型密閉部材（１３
）側に前記入口スタック（４１）を近づけることにより行い、前記第２のツール（４）の
前記テーパ状領域（４２）内で前記カップ型密閉部材（１３）を半径方向に圧縮する効果
を少なくとも提供する工程と；
　前記第１のツール（３）の前記押出器（３２）を前記ブッシング（３１）に徐々に挿入
する工程であって、前記第２のツール（４）の前記テーパ状領域（４２）内で前記弾性レ
ッグ（１４）を半径方向に圧縮することにより前記装置（１）を部分的に前記ブッシング
（３１）から外に延出させる効果を少なくとも提供し、それにより前記シース（２）に前
記密閉部材（１３）を完全に挿入し且つ前記シリンダ（５１）内の前記中央ピストン（５
２）を前記初期状態で加圧されたバネ（５３）の戻り力に抗して前記装置（１）の前記下
流側端部（１１２）から押し出しながら前記レッグ（１４）を前記シース（２）に導入す
る工程とを含む、方法。
【請求項６】
　請求項２に記載の前記ツールセットを設置する方法であって、前記装置（１）を前記第
１のツール（３）の前記ブッシング（３１）に導入する前に、前記押出器（３２）が前記
フォーク（７１）下方に延びるままにすることにより前記ブッシング（３１）を前記フォ
ーク（７１）上に載置する追加の工程を含み、
　前記第１のベアリング部材（６１）が前記流監視装置（１）の前記下流側端部（１１２
）に当たっている間に前記レバー（６）と前記シャーシ（８１）とを近づけることにより
前記結合力を付与することを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　請求項３に記載の前記ツールセットを設置する方法であって、前記第２のベアリング部
材（６２）が前記第１のツール（３）の前記押出器（３２）に当たっている間に前記レバ
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ー（６）を前記シャーシ（８１）に近づけることにより、前記第１のツール（３）の前記
押出器（３２）を前記ブッシング（３１）に徐々に挿入する工程を行うことを特徴とする
、請求項５または６に記載の方法。

　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して、流体供給ネットワーク、特に気体供給ネットワークを管理し作動させ
る技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明はより具体的には第１の局面によると、流監視装置をシース内に導入して、後に
前記シースによって覆われた前記装置を流体配管に挿入するようにするツールセットであ
って、上流側端部と下流側端部とを備えた中空本体と、前記中空本体に一体化されて前記
配管内の流量が過剰になると閉じるように設計されたバルブと、前記中空本体の前記下流
側端部に設けられたカップ型密閉部材と、前記中空本体の前記上流側端部と前記下流側端
部との間で前記中空本体に連結されて自由端が前記中空本体の前記下流側端部に向けて曲
がることによって弾性的に拡がるように設計された複数の弾性レッグとを含み、前記装置
が前記シース内に導入された後に前記配管内に載置されると、前記密閉部材と前記レッグ
とが前記シース内で半径方向に曲がり弾性的に加圧されるツールセットに関する。
【０００３】
　関連するタイプの流監視装置は図１に示しており、特許出願ＦＲ２９１６５１１号に記
載されている。
【０００４】
　ＦＲ２８７０３１６号およびＦＲ２９１６５１１号に記載されているように、このタイ
プの装置を配管内に載置するためには、まず半径方向に加圧された状態でシース内に部分
的に導入しなければならない。
【０００５】
　しかもシース内への導入中に流監視装置を傷めないように、この作業は正確かつ精密に
行わなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この状況を鑑みて本発明の目的は、この作業を簡易に確実に且つ再現可能に行うことを
可能とするツールセットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために、上記の前提部に示す包括的定義に沿う本発明のツールセッ
トは実質的に、前記ツールセットが少なくとも３つのツールを含み；前記第１のツールが
ブッシングと突出押出器とを含み；前記ブッシングが前記上流側端部から導入された前記
流監視装置を受け取るような、且つ前記カップ型密閉部材以外のsa前記流監視装置を前記
レッグが畳まれた位置に収容するような寸法を有しており、前記押出器が前記ブッシング
に対して摺動可能に取り付けられて前記装置を少なくとも部分的に前記ブッシングから突
出させることができるようになっており；前記第３のツールがシリンダと前記シリンダ内
を摺動する中央ピストンとを含み、前記中央ピストンが初期状態で圧縮されたバネによっ
てアイドル位置方向に弾性的に付勢されており、前記アイドル位置において前記中央ピス
トンは部分的に前記シリンダから外に延出しており、前記中央ピストンが前記アイドル位
置において前記シリンダ内に導入された前記シースを前記シリンダの内部ストッパに案内
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する内部ガイドを構成する寸法を有しており；第２のツールが、漏斗形状を有しており且
つ２つの対称的な半シェルを含み、前記第２のツールが前記ブッシングを少なくとも部分
的に受け取るように適合された入口スタックと、前記シースを少なくとも部分的に受け取
るような且つ前記シリンダに部分的に導入されるような寸法を有する出口スタックと、前
記入口スタックと前記出口スタックとを連通させる半径方向に対してテーパ状となった領
域とを含み、前記第２のツールが前記出口スタック側に前記シースの内径以下の内径を有
する断面を有することを特徴とする。
【０００８】
　本発明のツールセットはより容易に使用できるようにするために、レバーと、少なくと
も１つのフォーク型支持部材と、前記レバーと前記フォーク型支持部材とが連結されたシ
ャーシとをさらに含み；前記レバーが前記シャーシから間隔をあけて軸回りに回転可能に
取り付けられ且つ少なくとも１つのベアリング部材を含み；前記フォーク型支持部材が前
記シャーシから間隔をあけ且つ前記レバーの前記回転可能軸に平行に延びるフォークを含
み；前記フォークが前記押出器を自由にしておくことにより前記第１のツールの前記ブッ
シングに対するベアリングとして機能するような寸法を有し；前記レバーの前記第１のベ
アリング部材が前記フォーク上方に設けられるように達成し得る。
【０００９】
　さらに好ましくは、前記レバーが前記第１のベアリング部材から間隔をあけた第２のベ
アリング部材を含んでもよく、前記第１のベアリング部材と前記第２のベアリング部材と
が共に前記レバーに沿って且つ前記レバーおよびその回転軸に対して直交する方向に延び
ており、前記第２のベアリング部材が前記第１のベアリング部材よりも前記シャーシから
遠方にあり；前記第３のツールが前記シリンダによって前記シャーシに連結されてもよく
；前記レバーの前記第２のベアリング部材が前記第３のツールの前記中央ピストン上方に
設けられてもよい。
【００１０】
　前記シャーシは例えば、少なくとも前記３つのツールを保持するマレットの壁を含んで
もよい。
【００１１】
　さらに本発明は第２の局面によると、流体配管に挿入すべき前記流監視装置を前記シー
スに挿入する上記のツールセットを設置する方法に関する。本方法は、前記装置を前記上
流側端部から前記第１のツールの前記ブッシングに導入することを、前記ブッシングと前
記装置の前記下流側端部とを近づける結合力を付与することにより行い、それにより前記
第１のツールの前記押出器を前記ブッシングから押し出す工程と；前記シースを前記第３
のツールの前記中央ピストン上に載置する工程であって、前記ピストンがアイドル位置に
置かれる工程と；前記第２のツールの前記出口スタックを前記第３のツールの前記シリン
ダ内に挿入する工程と；前記第１のツールの前記ブッシングを前記第２のツールの前記入
口スタックに挿入することを、ブッシングから外に出ている前記カップ型密閉部材側に前
記入口スタックを近づけることにより行い、前記第２のツールの前記テーパ状領域内で前
記カップ型密閉部材を半径方向に圧縮する効果を少なくとも提供する工程と；前記第１の
ツールの前記押出器を前記ブッシングに徐々に挿入する工程であって、前記第２のツール
の前記テーパ状領域内で前記弾性レッグを半径方向に圧縮することにより前記装置を部分
的に前記ブッシングから外に延出させる効果を少なくとも提供し、それにより前記シース
に前記密閉部材を完全に挿入し且つ前記シリンダ内の前記中央ピストンを前記初期状態で
加圧されたバネの戻り力に抗して前記装置の前記下流側端部から押し出しながら前記レッ
グを前記シースに導入する工程とを含む。
【００１２】
　前記ツールセットが第１のベアリング部材を備えたレバーを含む場合には、本方法は、
前記装置を前記第１のツールの前記ブッシングに導入する前に、前記押出器が前記フォー
ク下方に延びるままにすることにより前記ブッシングを前記フォーク上に載置する追加の
工程を含み；前記第１のベアリング部材が前記流監視装置の前記下流側端部に当たってい
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る間に前記レバーと前記シャーシとを近づけることにより前記結合力を付与することがで
きる。
【００１３】
　前記ツールセットが第２のベアリング部材を備えたレバーを含む場合には、前記第１の
ツールの前記押出器を前記ブッシングに徐々に挿入する工程は、前記第２のベアリング部
材が前記第１のツールの前記押出器に当たっている間に前記レバーを前記シャーシに近づ
けることにより容易に行うことができる。
【００１４】
　本発明の他の特徴および利点は、本発明を限定しない実施例による以下の記載を、添付
の図面を参照しながら読むことによって、より明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明のツールセットに関連する流監視装置の斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すような流監視装置の一部が本発明のツールセットの第１のツ
ールのブッシングに挿入されている様子を示す軸方向断面図である。
【図３】図３は、図１に示すような流監視装置の一部が本発明のツールセットの第１のツ
ールのブッシングに挿入されている様子を示す軸方向断面図である。
【図４】図４は、本発明のツールセットの３つのツールの軸方向部分断面図であって、図
１に示すような流監視装置がシースに挿入された状態を示す図である。
【図５】図５は、本発明のツールセットの３つのツールの軸方向部分断面図であって、図
１に示すような流監視装置がシースに挿入された状態であって図４の状態の後の状態を示
す図である。
【図６】図６は、本発明のツールセットの３つのツールの軸方向断面図であって、図１に
示すような流監視装置のシースへの挿入が完了した状態を示す図である。
【図７】図７は、本発明のツールセットの３つのツールの軸方向断面図であって、図１に
示すような流監視装置のシースへの挿入が完了した後の状態を示す図である。
【図８】図８は、本発明の好ましい実施形態によるツールセットを示す斜視図であって、
図３に示す工程に対応する構成を示す図である。
【図９】図９は、本発明の好ましい実施形態によるツールセットを示す斜視図であって、
図６に示す工程に対応する構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　上記のように本発明は実質的に、シース２に流監視装置１を導入することを可能にする
ツールセットに関する。この作業は本装置をシース２で覆った後で本装置を流体配管、特
に気体配管に挿入するための準備である。
【００１７】
　関連する流監視装置はＦＲ２９１６５１１号に記載されており、図１に示す。
【００１８】
　このような装置１は典型的には、中空本体１１とバルブ１２とカップ型密閉部材１３と
複数の弾性レッグ１４とを含む。
【００１９】
　中空本体１１は、導入ノーズを構成する上流側端部１１１と、カップ型密閉部材１３を
受ける下流側端部１１２とを有する。
【００２０】
　バルブ１２は中空本体１１内に設けられており、配管内の流体の流量が所定の閾値を超
えると閉じ、それに伴って中空本体を閉状態にするように設計されている。
【００２１】
　カップ型密閉部材１３は中空本体１１を取り囲み且つ配管の内壁に取り付けられており
、強制的に配管内の流体の流れが中空本体１１を通過するようにする。その結果、バルブ
１２が中空本体１１を閉状態にすると、流体の流れが遮断される。
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【００２２】
　弾性レッグ１４は中空本体１１の上流側端部１１１と下流側端部１１２との間で中空本
体１１に連結されており、装置１が配管内に取り付けられると、自由端１４０が中空本体
１１の下流側端部１１２方向に曲がることにより弾性レッグ１４が弾性的に拡がって装置
を配管内に保持するように設計されている。
【００２３】
　しかし装置１を配管内に挿入するためには、まずシース２内に部分的に導入しなければ
ならず、それにより密閉部材１３とレッグ１４とがシース２内で半径方向に曲がって弾性
的に加圧される（図７）。
【００２４】
　これを実現するために、本発明のツールセットは少なくとも３つのツール３、４、およ
び５を含む。
【００２５】
　特に図２および図３に示す第１のツール３は、ブッシング３１と突出押出器３２とを含
む。
【００２６】
　これらの図に示すように、ブッシング３１は装置１が上流側端部１１１から導入される
際に装置１を受け取るような寸法を有している。
【００２７】
　さらにブッシング３１は、カップ型密閉部材１３以外の装置１を収容するような寸法を
有しており、この場合、弾性レッグ１４が中空本体１１方向に折れ曲がった状態となる。
【００２８】
　押出器３２には有利なことにヘッド３２０が備わっており、ブッシング３１に対して摺
動可能に取り付けられている。これにより図４および図５にさらに示すように、押出器３
２は装置１を少なくとも部分的にブッシング３１から突出させることが可能となる。
【００２９】
　第２のツール４は他の２つのツールと協働するように設計されており、後述する。
【００３０】
　第３のツール５は図４および図５に部分的に示されており、図６および図７に全体が示
されているが、シリンダ５１と中央ピストン５２と初期状態で圧縮されたバネ５３とを含
む。
【００３１】
　中央ピストン５２はシリンダ５１内に摺動可能に取り付けられており、バネ５３によっ
てアイドル位置まで弾性的に付勢される。アイドル位置では、中央ピストン５２は部分的
にシリンダ５１から外に延出する。
【００３２】
　特に図４からわかるように、中央ピストン５２はさらに、アイドル位置においてシース
２用の内部ガイドを構成するような寸法を有している。シースは、シリンダ５１に挿入さ
れてシリンダ５１内に設けられた内部ストッパ５１１に到達することが可能である。
【００３３】
　第２のツール４は漏斗形状を有しており、２つの対称的な半シェル４Ａおよび４Ｂを含
む。
【００３４】
　第２のツール４は、入口スタック４１と出口スタック４３と半径方向に対してテーパ状
となった中間領域４２とを含む。
【００３５】
　入口スタック４１は、ブッシング３１の下部を受け取るような寸法を有している。
【００３６】
　出口スタック４３は、シース２を少なくとも部分的に受取り且つシリンダ５１に部分的
に導入されるような寸法を有している。
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【００３７】
　半径方向に対してテーパ状となった中間領域４２は、入口スタック４１と出口スタック
４３とを連通させており、出口スタック４３側に、シース２の内径以下の内径を有する断
面を有している。
【００３８】
　図８および図９に示すように、本発明のツールセットは好ましくはレバー６とフォーク
型支持部材７とシャーシ８１とをさらに含む。
【００３９】
　実際、レバー６とフォーク型支持部材７とが連結されたシャーシ８１は、マレット８の
内壁により構成することができる。マレット８は特に３つのツール３、４および５を含み
、さらに各々が装置１を取り囲む複数のケース１０を含む場合もある。
【００４０】
　レバー６は、シャーシ８１から間隔をあけて軸６０回りに回転可能に取り付けられてお
り、有利なことに２つのベアリング部材６１および６２を含む。
【００４１】
　第２のベアリング部材６２は第１のベアリング部材６１から間隔をあけて設けられてい
る。ベアリング部材は共にレバー６に沿って且つレバー６およびその回転軸６０に直交す
る方向に設けられている。第２のベアリング部材６２は、第１のベアリング部材６１より
もシャーシ８１から遠い。
【００４２】
　フォーク型支持部材７は、シャーシ８１から間隔をあけて設けられ且つレバー６の回転
軸６０に平行に延びるフォーク７１を含む。
【００４３】
　フォーク７１は、押出器３２、特にそのヘッド３２０（図８）を自由にすることにより
、第１のツール３のブッシング３１に対するベアリングとして機能するような寸法を有し
ている。
【００４４】
　図８および図９からわかるように、第３のツール５は好ましくは、例えばシリンダ５１
により、より厳密にはシリンダのサブプレート５０（図６および図７）によってシャーシ
に連結されている。
【００４５】
　レバー６の第１のベアリング部材６１はフォーク７１上方に設けられており、他方レバ
ー６の第２のベアリング部材６２は第３のツール５の中央ピストン５２上方に設けられて
いる。
【００４６】
　本発明はさらに、上記ツールセットを設置する方法に関する。本方法は、流体配管内に
挿入すべき流監視装置１をシース２に導入することを可能にする。
【００４７】
　図２および図３に示すように、本方法の第１の工程は、装置１を上流側端部１１１から
、第１のツール３のブッシング３１に導入することにある。これは、ブッシング３１と装
置１の下流側端部１１２とを近づける結合力を付与することにより行われる。第１のツー
ル３の押出器３２は前もって或いはこの工程中に、ブッシング３１から後方に押し出され
る。
【００４８】
　本方法の第２の工程は、図４および図５からわかるように、第３のツール５の中央ピス
トン５２上にシース２を載置することにある。これによりピストン５２はアイドル位置に
置かれる。図４および図５は第２の工程の結果を示す。
【００４９】
　本方法の第３の工程は、これもまた図４および図５からわかるように、第２のツール４
の出口スタック４３を第３のツール５のシリンダ５１に挿入することにある。図４および



(9) JP 2010-32041 A 2010.2.12

10

20

30

図５は第３の工程の前の状態を示す。
【００５０】
　本方法の第４の工程は、図４および図５が具体的に示すように、第１のツール３のブッ
シング３１を第２のツール４の入口スタック４１に挿入することにある。これは、入口ス
タック４１を、ブッシング３１から外に出ているカップ型密閉部材１３の側に近づけるこ
とにより行われる。
【００５１】
　この工程はさらに、第２のツール４のテーパ状領域４２内でカップ型密閉部材１３を半
径方向に圧縮するという効果を提供し、さらにシース２内への密閉部材１３の導入を開始
することができる。
【００５２】
　本方法の第５の工程は、結果を図６に示すように、第１のツール３の押出器３２を徐々
にブッシング３１に挿入することにある。
【００５３】
　この作業は特に、第２のツール４のテーパ状領域４２内で弾性レッグ１４を半径方向に
圧縮することにより、装置１を部分的にブッシング３１から突出させ、それにより密閉部
材１３を完全にシース２内に挿入し且つシース２内にレッグ１４を導入するという効果を
有する。
【００５４】
　さらにこの工程中に、装置１の下流側端部１１２がシリンダ５１内の中央ピストン５２
を、初期状態で圧縮されたバネ５３により付与された戻り力に抗して押し返す。
【００５５】
　好ましい実施形態では、本発明のツールセットは特に、図８および図９に示すようにレ
バー６とフォーク型支持部材７とを含む。この実施形態では、本発明の方法は、第１の工
程の前に、第１のツール３のブッシング３１を支持部材７のフォーク７１上に置き、押出
器３２、特にヘッド３２０がフォーク７１下に延びるままにしておくという準備動作を含
む。
【００５６】
　従ってブッシング３１と装置１の下流側端部１１２との間に付与すべき結合力は、第１
のベアリング部材６１が装置１の下流側端部１１２に当たっている間にレバー６をシャー
シ８１に近づけることにより付与することができる（図８）。
【００５７】
　さらに、第１のツール３の押出器３２を徐々にブッシング３１内に挿入する第５の工程
は、第２のベアリング部材６２が第１のツール３の押出器３２に当たっている間にレバー
６をシャーシ８１に近づけることにより実行することができる（図９）。
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